
整備管理者選任後研修について（お知らせ） 

■ 令和７年度の研修実施について（栃木県） 

令和 7 年度の対面方式による整備管理者研修は、すべて終了いたしました。 

なお、次回の研修実施案内は、令和 8 年 9 月頃を予定しております。 

（昨今の研修実施方法のオンライン化の動向等を踏まえ、オンライン研修のみ

での実施となる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。） 

■未受講の方へ（重要） 

令和 7 年度より、オンライン研修での受講が可能となっております。 

令和 7 年度未受講の方につきましては、オンライン研修の受講をご検討くださ

い。 

• オンライン研修申込はこちら 

https://r7-seibi-kanrishakenshu.jp/login 

 

• お問い合わせ先 

栃木運輸支局 保安担当 ＴＥＬ：０２８－６５８－６１２３ 

 

• 整備管理者選任後研修 

 対面方式とオンライン方式の特徴について 

https://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/s_tochigi/date/seibi_senningo_f

eature.pdf 

■ 令和 7 年度の受講対象者 

以下のいずれかに該当する整備管理者は、令和 7 年度中の受講が必要です。 

• 今年度、新たに整備管理者として選任された方 

 （※選任された年度の翌年度末までに受講が必要です） 

• 令和 5 年度の整備管理者研修を未受講の方 

※受講対象に該当する整備管理者におかれましては、対面方式またはオンライン方式の

いずれかの研修を受講する必要があります。 

https://r7-seibi-kanrishakenshu.jp/login
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